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定期監査結果報告書の提出について 

 

 地方自治法第 199 条第 4 項の規定により、「巣南中学校」の定期監査を実施し

たので、同条第 9 項の規定により監査結果に関する報告書を提出する。 
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定期監査結果報告書 

 

第１ 監査の概要 

１ 監査の対象 

    「巣南中学校」における令和 3 年 4 月 1 日から令和 3 年 10 月 31 日ま

での財務に関する事務の執行と重点項目として「需用費、備品購入費」

について、瑞穂市監査基準（令和２年瑞穂市監査委員告示第４号）に基

づき、監査を行った。 

巣南中学校は、教育委員会の学校教育課に属し、校長以下教諭、事務

職員等合わせて 35 名体制で学校を運営している。学級数、生徒数につい

ては次のとおりである。 

 

令和 3 年 10 月 31 日現在 

学級・生徒数 

学年 学級数 生徒数 

1 5 162 人 

2 4 156 人 

3 4 155 人 

特別支援 3 17 人 

合計 16 490 人 

 

２ 監査の実施場所及び日程 

   瑞穂市役所及び巣南中学校 

令和 3 年 12 月 20 日（月） 

 

３ 実施した監査手続 

    監査の対象となった財務に関する事務の執行については、学校教育課

及び教育総務課から提出された資料を基に担当課から、学校の現状と課

題及び施設管理については、現地にて校長等からそれぞれ説明を求める

とともに、通常実施すべき監査手続を実施した。 
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第２ 監査の結果と意見 

 １ 財務について 

     財務の執行は、巣南中学校が執行するもの以外に、学校教育課、教育

総務課がそれぞれ執行するものがある。巣南中学校の学校管理費及び教

育振興費は次のとおりであり、財務の事務はおおむね適正に執行されて

いるものと認められた。 

 

                              令和 3 年 10 月末現在 

科 目 予 算 額（円） 支出済額（円） 比率（％） 

学校管理費 17,593,000  7,948,832  45.2  

教育振興費 4,491,000  3,102,916  69.1  

 

 ２ 需用費、備品購入費について 

番号 内 容 監査の結果 監査の意見 

１ 
ガラス修繕に

ついて 

 教員が扉を調整して

いる時に外れ倒れたこ

とによるガラス破損

（平成 31 年度：1 件

7,905 円）、換気のため

開いていた 2 階教室の

窓を閉める際、グラウ

ンド側に落下したこと

によるガラス破損（令

和 2 年度：1 件 22,308

円）、ガラス・目地等の

経年劣化、強風後等と

思われるガラス破損

（平成 31 年度：2 件

91,960 円、令和 2 年度：

1 件 53,856 円）の修繕

料（需用費）を支出して

いた。 

 

2 階教室の窓の落下したことに

よるガラス修繕について、窓の落

下はサッシのストッパーが無かっ

たことが原因とのことであるが、

窓の落下により重大事故が発生す

る可能性があるため、市内全ての

学校施設において他に同様の窓が

ないか点検を実施し、必要な場合

には早急に修繕等を行うべきであ

る。 
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 ３ その他について 

番号 内 容 監査の結果 監査の意見 

２ 

中学校選手派

遣補助金につ

いて 

 中学校選手派遣補助

事業実施報告書（以下、

「実施報告書」とい

う。）において、交通費

領収書（平成 31 年度：

2 件 31,680 円、令和 3

年度：1 件 20,310 円）

の添付のないものがあ

った。 

また、補助金交付要

綱で定められた期限を

過ぎて提出された実施

報告書が複数あった。 

 平成 31 年度実施報告書におい

て、紛失により交通費領収書の添

付のないものが 2 件あった。支出

金確認書の備考欄には、「補助金実

績報告書の提出にあたり、担当職

員に領収書の提出を求めたところ

失念により紛失いたしました。つ

きましては大会出場にあたり鉄道

を使用しましたことを確認いたし

ましたので報告します。また、領

収書（乗車券）については、乗車券

として使用後も管理し大会終了後

に提出するよう指導しました。」と

記載されていた。しかし、令和 3 年

度においても交通費領収書の紛失

が 1 件あり指導が生かされていな

い。 

実施報告書に領収書の添付が無

い補助金交付は、実際の支払いを

確認できないため適切でない。今

後は、領収書は必ず添付するよう

指導し、適切な事務処理をすべき

である。 

 また、瑞穂市教育振興事業補助

金交付要綱第 5 条（補助事業の実

施報告）において、「補助金の交

付の決定を受けた者（以下「補助

事業者」という。）は、補助事業

が完了したとき（中止又は廃止の

承認を受けたときを含む。）は、

その日から起算して 30 日を経過

した日又は翌年度の 4 月 20 日の

いずれか早い日までに補助事業

実施報告書（規則に規定する様式

第 5 号をいう。）を市長に提出し

なければならない。」と規定され

ているが、期限を過ぎて提出され

た実施報告書が複数あり、規定に

反している。今後は、実施報告書

を期限内に提出するよう指導し、

適切な事務処理をすべきである。 
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番号 内 容 監査の結果 監査の意見 

３ 
郵便切手等の

管理について 

 平成 31 年度から令

和 3 年度の郵便切手受

払簿を確認したとこ

ろ、互助会宛の郵便に

郵便切手が使用されて

いた。 

 学校教育課による

と、互助会とは一般財

団法人 岐阜県教職員

互助会という岐阜県教

職員の福利厚生事業を

行っている団体で、会

の趣旨に賛同した教職

員等で構成されている

とのことであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成 27 年度行政監査結果報告

書（郵便切手等の管理）では、「使

用目的について：平成 25 年度以降

の郵便切手受払簿を調査したとこ

ろ、市内全ての小中学校において、

互助会宛の郵便に郵便切手が使用

されていた。金額の多寡にかかわ

らず、公費で購入した郵便切手を

業務と無関係の目的で使用するべ

きではない。巣南中学校の担当者

から、今後においては訂正し適正

に処理しますと回答を受けたこと

から、教育委員会においては、市

内にある全ての学校に対し、適正

に処理するよう指導するべきであ

る。」と意見している。その後、学

校教育課の取り組みとして「公費

で郵便切手を購入しているため、

私的や目的外で使用することがな

いよう指導し、学校訪問の際にも

点検することとした。」との回答が

あった。しかし、平成 31 年度から

令和 3 年度の郵便切手受払簿を確

認したところ、互助会宛の郵便に

郵便切手が使用されていたため、

学校教育課において、市内全ての

学校に対し適正に処理にされてい

るか確認し、必要な場合には適正

に処理するよう指導すべきであ

る。 

  

 
以上 


